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す
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タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
に
お
け
る
公
正
取
引
委
員
会
等
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書

タ
ク
シ
ー
事
業
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
二
年
に
道
路
運
送
法
が
改
正
さ
れ
、
事
業
参
入
に
つ
い
て
は
免
許
制
が
許
可
制
に
、

増
減
車
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
認
可
制
が
事
前
届
出
制
と
な
り
、
需
給
調
整
規
制
が
廃
止
さ
れ
る
規
制
緩
和
が

行
わ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
運
賃
の
多
様
化
や
待
ち
時
間
の
短
縮
等
の
一
定
の
効
果
が
表
れ
る
一
方
で
、
運
転
者
の
労
働
条
件
の

悪
化
、
違
法
・
不
適
切
な
事
業
運
営
の
横
行
等
に
よ
り
タ
ク
シ
ー
の
安
全
性
や
利
便
性
の
低
下
が
危
惧
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
た
め
、
国
土
交
通
省
は
、
平
成
十
八
年
、
監
査
の
原
則
無
通
告
化
、
労
働
基
準
監
督
機
関
と
の
合
同
監
査
・
監
督
等

に
よ
り
、
事
後
チ
ェ
ッ
ク
の
強
化
等
を
図
る
と
と
も
に
、
平
成
十
九
年
に
は
、
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
を
改
正

し
、
輸
送
の
安
全
と
運
転
者
の
質
の
確
保
・
向
上
を
図
る
た
め
の
運
転
者
登
録
制
度
の
対
象
地
域
の
拡
大
を
行
っ
た
。

ま
た
、
平
成
十
九
年
十
二
月
、
国
土
交
通
大
臣
か
ら
交
通
政
策
審
議
会
に
対
し
、
タ
ク
シ
ー
事
業
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い

て
の
諮
問
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
同
審
議
会
は
、
「
タ
ク
シ
ー
事
業
を
巡
る
諸
問
題
に
関
す
る
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー

プ
」
（
以
下
「
タ
ク
シ
ー
Ｗ
Ｇ
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
、
翌
二
十
年
十
二
月
、
タ
ク
シ
ー
Ｗ
Ｇ
に
お
い
て
、
答
申
「
タ
ク

シ
ー
事
業
を
巡
る
諸
問
題
へ
の
対
策
に
つ
い
て
」
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
、
交
通
政
策
審
議
会
か
ら
国
土
交
通
大
臣
に
答
申
が
な

さ
れ
た
。
同
答
申
で
は
、
今
後
講
ず
べ
き
対
策
と
し
て
、
供
給
過
剰
進
行
地
域
に
お
け
る
対
策
を
講
ず
る
た
め
の
特
定
地
域
指

一



定
制
度
の
創
設
、
特
定
地
域
に
お
け
る
供
給
抑
制
策
と
し
て
の
許
可
等
の
基
準
・
要
件
及
び
審
査
の
厳
格
化
に
よ
る
新
規
参
入

や
増
車
の
抑
制
、
競
争
政
策
と
の
調
和
を
図
り
な
が
ら
複
数
の
事
業
者
が
自
主
的
・
協
調
的
に
共
同
減
車
を
行
う
仕
組
み
の
構

築
等
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
答
申
を
受
け
、
平
成
二
十
一
年
、
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関

す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
タ
ク
シ
ー
特
措
法
」
と
い
う
。
）
が
成
立
し
た
。
衆
議
院
に
お
い
て
は
十
六
項
目
か
ら
な
る
附
帯

決
議
が
付
さ
れ
、
そ
の
十
二
項
目
目
で
「
公
正
取
引
委
員
会
は
、
国
土
交
通
省
が
行
う
下
限
割
れ
運
賃
審
査
を
は
じ
め
、
タ
ク

シ
ー
運
賃
の
不
当
競
争
防
止
策
に
つ
い
て
助
言
を
行
う
な
ど
、
必
要
な
連
携
協
力
を
図
る
こ
と
」
（
以
下
「
公
正
取
引
委
員
会

に
関
す
る
附
帯
決
議
」
と
い
う
。
）
と
さ
れ
た
。
こ
の
項
目
を
含
め
附
帯
決
議
に
つ
い
て
、
当
時
の
金
子
一
義
国
土
交
通
大
臣

は
、
附
帯
決
議
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
事
項
の
趣
旨
を
十
分
に
尊
重
す
る
旨
の
発
言
を
行
っ
て
い
る
。

同
法
の
制
定
を
受
け
、
各
地
域
で
タ
ク
シ
ー
適
正
化
・
活
性
化
の
た
め
の
取
組
が
進
め
ら
れ
る
中
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月

二
十
一
日
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
新
潟
市
等
に
所
在
す
る
タ
ク
シ
ー
事
業
者
二
十
五
社
に
対
し
、
独
占
禁
止
法
の
不
当
な
取

引
制
限
の
禁
止
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
た
（
新
潟
市
等
に
所
在
す
る
タ
ク
シ
ー
事
業
者
に
よ
る
価
格
カ
ル
テ
ル
事

件
）
と
し
て
、
同
法
に
基
づ
く
排
除
措
置
命
令
及
び
課
徴
金
納
付
命
令
を
行
っ
た
。
両
命
令
に
対
し
、
平
成
二
十
四
年
二
月
十

二



七
日
、
当
該
命
令
を
受
け
た
一
部
の
タ
ク
シ
ー
事
業
者
か
ら
審
判
請
求
が
行
わ
れ
、
同
年
四
月
十
三
日
に
審
判
手
続
が
開
始
、

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日
に
は
、
審
判
請
求
を
棄
却
す
る
旨
の
審
決
が
行
わ
れ
た
。
同
事
件
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
東
京

高
等
裁
判
所
で
係
属
中
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
六
日
、
衆
議
院
国
土
交
通
委
員
会
に
お
い
て
、
公
正
取
引
委
員
会
に
関
す
る
附
帯
決
議
へ
の
取
組
状

況
、
当
該
附
帯
決
議
を
踏
ま
え
た
新
潟
の
事
件
へ
の
公
正
取
引
委
員
会
及
び
国
土
交
通
省
の
対
応
状
況
等
に
つ
い
て
質
問
を
行

い
、
新
潟
の
よ
う
な
事
件
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
公
正
取
引
委
員
会
と
国
土
交
通
省
の
連
携
協
力
を
図
る
こ
と
が
附

帯
決
議
に
盛
り
込
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
旨
の
指
摘
を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

公
正
取
引
委
員
会
に
関
す
る
附
帯
決
議
に
つ
い
て

�

公
正
取
引
委
員
会
と
国
土
交
通
省
と
の
間
で
連
携
協
力
を
図
っ
て
き
た
の
か
。

�

そ
の
上
で
、
公
正
取
引
委
員
会
及
び
国
土
交
通
省
は
、
タ
ク
シ
ー
運
賃
の
不
当
競
争
防
止
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
対
応

を
取
っ
た
の
か
具
体
的
事
実
を
示
さ
れ
た
い
。

二

東
京
高
等
裁
判
所
で
係
属
中
の
新
潟
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
が
タ
ク
シ
ー
特
措
法
の
規
定
に
基
づ
く
協
議
会
の
地

域
計
画
に
基
づ
く
自
主
的
な
取
組
と
し
て
タ
ク
シ
ー
事
業
の
適
正
化
の
た
め
に
行
っ
た
行
為
が
、
結
果
と
し
て
独
占
禁
止
法

三



に
抵
触
す
る
に
至
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
公
正
取
引
委
員
会
に
関
す
る
附
帯
決
議
を
踏
ま
え
、
公
正
取
引
委
員
会
が

調
査
に
入
る
ま
で
の
間
に
、
同
法
に
抵
触
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
公
正
取
引
委
員
会
と
国
土
交
通
省
が
連
携
を
取
り
つ
つ

指
導
等
し
て
い
れ
ば
事
件
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
対
応
を
取
っ
た
の
か
。

右
質
問
す
る
。

四


